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はじめに

90年代以降，NPOなど各種のボランタリ

ー・アソシエーションによる市民活動がわが国

でも急速に活発化している。内閣府の集計によ

れば，NPO法人格の取得を申請している団体

の数は，2001年６月下旬の時点で既に5,000件

を超えており，そのうち約4,200の団体が既に

認証されている１）。もちろん，このように法人

格を申請しているのはNPOの中でもほんの一

部に過ぎない。2000年に経済企画庁（現内閣

府）の実施した｢市民活動団体等基本調査｣によ

れば，上記のようなNPO法人を含むわが国の

市民活動団体の数は，都道府県や政令指定都市

が把握しているだけでも約88,000団体（87,928
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ガバナンス・モデルに関する一考察

―アソシエーティブ・デモクラシーの可能性を求めて―
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本稿はイギリスの政治学者ポール・ハーストの提示するガバナンス・モデルを取り扱っている。近

年のボランタリー・アソシエーションの活発な活動は大きな注目を集めており，そのガバナンス再編

上の役割についても多大な期待が寄せられている。しかし，ボランタリー・アソシエーションを中心

にすえた新しいガバナンスの全体像まで見渡した議論は数少ない。ハーストのアソシエーティブ・デ

モクラシー論はそのような数少ない議論のひとつである。本稿の見るところ，彼の提示するガバナン

ス・モデルは，「参加能力の不平等の解消」や「国家統治機構の民主化」という観点の希薄さ，など難

点があるものの，一方で制度モデルとしての体系性を十分に備えたものとなっており，この点で大き

く評価できる。
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団体）にものぼる。そして，このうち約４割の

団体は90年代以降に活動を開始したものであ

る２）。

一方，わが国の市民の間でも，このようなボ

ランタリー・アソシエーションの活動に対する

認識は着実に高まっている。2000年に内閣府

の委託で実施された「市民活動団体の評価に関

する調査」によれば，市民活動団体について

「知っていた」と回答したのは回答者全体の約

７割にものぼる。また，全回答者の約65パー

セントの人が市民活動への参加の意向を示して

いる。さらに約７割の回答者が市民活動団体に

ついて「これからの世の中の重要な役割を担っ

ていく存在」であると評価している３）。この数

値からはボランタリー・アソシエーションの活

動に対するわが国市民の高い期待を十分にうか

がい知ることができるだろう。

ところで，このようなボランタリー・アソシ

エーションに対する期待の高まりの背景には，

とくにわが国も含めた先進資本主義諸国におい

ては，70年代以降の経済と社会福祉の２つの

領域における，既存の国家と市場による調整ス

タイルの行き詰まりという事実がある。経済の

領域では，70年代以降，国家による積極的な

介入を特徴とするケインジアン的なマクロ経済

政策が失敗し，成長は滞った。80年代には市

場原理主義者が「自由な市場」による調整を目

論んだが，今やこれが幻想に過ぎなかったこと

は誰の目にも明らかである。結果として，企業

間競争は激化し，「リストラ」の名のもとに解

雇やレイオフが繰り返され，先進資本主義諸国

の失業者数は軒並み増大した。さらにこのよう

な経済成長の停滞の直接的な被害を被っている

のが社会福祉である。膨大な数にのぼる失業者

の発生で社会的コストが増大し，福祉財政を圧

迫した。さらに，既存の国家による直接的な福

祉供給では，市民の間で多様化した福祉ニーズ

に対してはもはや十分に応えることができなく

なった。このような福祉国家を批判の遡上に挙

げた80年代の新自由主義者たちは，これにか

わるオルタナティヴとして「福祉市場」の創生

を高らかに唄った。しかし，そのねらいはあく

までも社会福祉政策の放棄にあった。もちろん，

このような社会福祉の市場化は今では完全に失

敗している４）。このような一連の経過は，既存

の国家と市場という２大アクターによるガバナ

ンスの寡占が，もはや経済と社会福祉の危機に

対する回答としては有効でないことを如実に示

していた。そして，この意味で，自発的で，自

己統治的なアソシエーションには経済と社会福

祉の領域における既存の２大ガバナンス・アク

ターの寡占を打破し，これを再編していくこと

が期待されているのである。

しかしながら，このような大きな期待にもか

かわらず，ボランタリー・アソシエーションが

実際の経済と，社会福祉の領域で，具体的には

どのように，そしてまたどのような方向に向け

てガバナンスを再編していくのか，という点に

ついてはまだ十分に明らかになっていない。も

ちろん，近年の非営利組織研究や社会的経済論

の進展は目覚しいものである。しかし，それら

の議論の範囲は非営利セクターの確立やこれを

めぐる問題点などにとどまりがちであり，ボラ

ンタリー・アソシエーションを中心にすえた新

たなガバナンスの全体像まで十分に見渡した議

論は数少ない。確かに，現代経済や社会福祉領

域における非営利セクターの確立は重要な課題

である。しかし，それらの処方箋だけでは上述

のような現在の経済，社会福祉の危機的状況を

打破するには不十分である。サラモンの言うよ

64 立命館産業社会論集（第37巻第２号）



うな「アソシエーション革命」にしても，その

目的が単なる非営利セクターの確立などにとど

まるのならば，それは「革命」とは呼びがたい

ものになるにちがいない５）。この意味でも，国

家，企業組織，地域社会など他の諸制度の再編

をも視野にふくめた，より体系的な戦略プログ

ラムが必要である。

イギリスの政治学者ポール・ハーストの提唱

するアソシエーティブ・デモクラシー論は，そ

のような戦略プログラムを提案する数少ない議

論のひとつである。アソシエーティブ・デモク

ラシー論とは，市民社会を構成するアソシエー

ション６）を経済・社会福祉ガバナンスにおける

メイン・アクターとして積極的に位置づけよう

という議論である。先回われわれはこのハース

トのアソシエーティブ・デモクラシー論につい

て，その理論枠組みの部分を，もうひとつのア

ソシエーティブ・デモクラシー論であるコーエ

ン＝ロジャース・モデルと対比させながら，

「市民社会」を中心にすえたガバナンスのあり

方，そしてこれを構築する際の問題点について

検討した７）。古典的アソシエーショナリズムの

現代的再生を試みるハーストのモデルは，現代

国家の役割の重要性を認めた非常にプラクティ

カルなものであり，「市民社会」８）を中心にす

えたガバナンスのあり方を考える上でも大いに

学ぶところがあった。しかし一方で，彼の理論

枠組みにはコーエンらの強調するような「市民

社会」内の権力関係に対する視点が希薄であり，

この点で問題があった。

とはいえ，もちろん，このような理論枠組み

上の問題点のみをもって，彼の議論全体のよし

あしを判断することはできない。ハーストは一

方で，現代の広範にわたる経済問題，社会福祉

をめぐる問題に鋭いメスを入れ，それらの入念

な検討の後，独自の具体的な制度モデルを提示

している。この点はわれわれが先回十分に取り

上げなかった点でもある。しかし，ハースト自

身も明言しているように，彼の議論の本来のね

らいは，そのような具体的な制度モデルを提示

することによって，「信頼に値するような」制

度モデルの議論を欠いた従来の古典的アソシエ

ーショナリズムの空白を埋めることにある９）。

ここからも分かるように，ハーストの議論の核

心はその提示する制度モデルにあり，ゆえに彼

の主張の真価もまさにこの点においてこそ問わ

れるべきである。

このような先回までの議論の状況を踏まえ

て，本稿では，ハーストの提示する経済と社会

福祉の二つの制度モデルをとりあげ，先回の議

論よりさらに深く踏み込んだ形で検討してい

く。彼の示す制度モデルを手がかりにしながら，

経済・社会福祉ガバナンスにおいてボランタリ

ー・アソシエーションの担うべき役割などを検

討し，そこから「市民社会」を中心にすえたガ

バナンスの全体像を浮き彫りにしていくことが

本稿の課題である。議論の手順は以下に示すと

おりである。

まず第１章ではハーストの経済ガバナンス・

モデルを，そして第２章では社会福祉ガバナン

ス・モデルを見ていく。その際の議論のポイン

トは，①ハーストは先進資本主義諸国の現状経

済，そして福祉国家をどう捉え､また何を問題

視しているのか。また，②そのような現代福祉

国家の問題に，ハーストはどのような処方箋を

提案しているのか，という２点である。つづく

３章では，２章までの議論をふまえながら，ハ

ーストの提示するガバナンス・モデルの有用な

点とこのモデルの限界について検討する。とく

に後者については，ハースト・モデルに寄せら
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れた批判とこの批判に対するハースト自身の反

論も取り上げながら，より入念に検討しつつ，

市民社会を中心にすえたガバナンスのあり方を

あらためて考えていく上での一助としたい10）。

１．アソシエーティブ・デモクラシー論におけ

る経済ガバナンス・モデル

（１）経済ガバナンスという視点

先進資本主義諸国は70年代以降，深刻な成

長の滞りのなかにある。ハーストのみるところ，

このような経済停滞はそもそも70年代以降の

国際経済に生じた変化に起因している。その変

化とは，具体的には以下の４つである。まず，

第１に1972年のブレトン・ウッズ体制の崩壊

に始まる通貨相場の不安定化，第２に80年代

の規制緩和の結果としての株式市場の国際化，

第３に先進国間での工業製品貿易量の劇的な増

大，第4にEUやNAFTAに代表される超国家

的な経済・貿易ブロックの形成，である11）。こ

のような国際経済上の変化の前に既存のケイン

ズ主義的な国民経済政策，そして「規模の経済」

型の集権的な産業政策はすでに効果を失ってい

る。各国の諸経済アクター間の協力を通して，

これらに替わる新しい政策をオルタナティヴと

して定立していく必要がある。しかし，そもそ

もそのような社会的な協同を生み出すための社

会資源が致命的に不足しており，打開策にむけ

ての歩みは阻まれている12）。結局，先進資本主

義国の多くは経済の停滞から脱するためのこれ

といった対策をいまだに打ち出せないでいる。

加えて，ケインズ主義にかわるオルタナティ

ヴとして80年代に猛威をふるった新自由主義

も人々に「新しい繁栄」を約束したものの，

早々と失敗してしまった。このイデオロギーが

残したものは結局，為政者らに深く浸透した失

望感と，市民の経済政策自体に対する期待感の

減退だけである。ハーストの見るところ，この

人々の失望感の上には，さらに将来に対する不

安感が大きく重なっている。その結果，「富め

る者」はますます利己的になり，私財を守るこ

とにあけくれ，納税さえ拒み，弱者に対するほ

んの僅かな援助さえすすんで行おうとはしなく

なった13）。

ハーストはさらに，この新自由主義が根底に

もつ経済観そのものに厳しい批判を加えなが

ら，経済ガバナンスという視点の重要性を改め

て強調する。ここでハーストがいう経済ガバナ

ンスの視点とは，明示的に定義されているわけ

ではないが，経済を常に社会諸制度に埋め込ま

れたものとして捉える観点をさしていること

は，彼の議論の文脈からも明らかである。ハー

ストの見るところ，このような経済ガバナンス

の視点は新自由主義イデオロギーのよって立つ

経済観自体には欠落していた。周知のとおり，

新自由主義は市場があらゆる調整はおろか，

「社会正義」などからさえも可能な限り自由に

なった時，最良の経済メカニズムとなると主張

する。しかしながら，ハーストにとっては，こ

のような新自由主義の主張は「俗悪な弁神論

（mundane theodicy）」でしかない。たとえば，

ケインズ主義がかつて主張したように完全雇用

などは市場メカニズムのみでは達成し得ない。

さらに，今日の制度学派が主張するように投資

や熟練労働者の供給などの面での適切なインプ

ットは市場メカニズムのみではもたらしえない

ものである14）。ハーストによれば，「市場経済

は公的機関による適切な指示と調整，そして妥

当な社会諸制度への埋め込みがなければ，良好

な自然環境や適切な雇用水準などのような実質
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的な社会的成果をもたらしはしない。また，生

産物や再生産手段の望ましい配分，既存の経済

活動水準の向上なども期待できないのである」15）。

市場を社会的な文脈から切り離して考えるの

では，今日のあらゆる経済問題は真の解決へと

いたる道を閉ざされてしまうことになるであろ

う。たとえば，経済問題から派生する貧困問題

もそうである。新自由主義はトリックルダウン

政策の展開によって市場メカニズムが富をもた

らし，これが貧困さえ克服しうるかのように主

張する。しかし，ハーストによれば，富はあく

までも全社会的な産物であり，これを生み出す

のは何も市場のみに限られてはいない16）。市場

は富を生み出す多くの方法の１つに過ぎないの

である。さらに，市場がいくら富を生み出した

ところで，富そのものが偏在していれば貧困が

解決されたことにはならないし，仮に現在，う

まく富にありついている人がいるとしても，富

そのものがその人の雇用や貯蓄，教育などの将

来に対する絶え間ない不安感を取り除くわけで

もない。

ハーストは，このような経済観という点では，

今日の経済学も新自由主義と同様の誤りを犯し

ていると見ている。すなわち彼によれば，計量

的な手法を中心にすえた今日の経済学は，経済

問題を「狭い意味での『経済的な』問題」とし

て捉えている。しかし一方で，上の貧困問題の

例のように，ほとんどの経済問題は同時に社会

問題として発生してもいる。市場に起こる事象

を単に数値化するだけでは問題解決には結びつ

かないのは当然である。そればかりか，そのよ

うな数値化自体，経済問題の本質を浮き彫りに

できるかどうかさえ疑わしい。経済問題の解決

にあたる上で何よりも重要なのは，経済を常に

社会に埋め込まれたものとして捉える視点，す

なわち経済ガバナンスの視点である。この点で，

「オルタナティヴな政策の源泉という意味では，

技術的経済学や新しい理論モデルの構想，多種

多様な数理的計量アプローチなどは（…）二の

次のものでしかない」のである17）。

（２）３大ドクトリンの失敗

上述のように経済ガバナンスの視点の重要性

を強調したハーストは，20世紀に登場した経

済体制を改めてこの角度から捉えなおそうと試

みる。彼によれば20世紀の経済ガバナンスに

は大別して次の３つのタイプ（これらを「ドク

トリン」と彼は呼ぶ）がある。まず，旧ソ連と

その衛星諸国に典型的だった社会主義経済体制

における①計画経済型ガバナンス，次に70年

代までの先進資本主義諸国に典型的な②ケイン

ズ主義型ガバナンス，そして80年代のサッチ

ャリズム，レーガノミクスに代表される③経済

自由主義型（新自由主義型）ガバナンスである18）。

しかし，これらのいずれのタイプも現在では有

効な調整の結果を生み出しえないでいる。とい

うのも，ハーストの見るところ，これら３つの

経済ガバナンスのそれぞれで想定された国家と

市民社会の関係のあり方に問題があるからであ

る19）。

彼によれば，この３種類のガバナンス類型は

いずれも19世紀リベラリズムの国家観ないし

はその「国家―市民社会」関係の想定を多かれ

少なかれ継承している20）。19世紀リベラリズム

は代表制民主主義による正統化の手続きを通し

て，国家に強力な経済介入能力を付与した。ま

た，同時にここでは市民間の「法の下の平等」

が想定されたことで，あらゆる経済アクターの

地位が平等なものとみなされるようになった。

この点で重商主義の時代には地位的な特権によ
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って歪められていた国家と市民社会の間の境界

は明確に規定されることとなった。このように

国家と市民社会が明瞭に「分離」されることで，

国家はそれまで実質上貴族や地主層に握られて

いた公権力を一手に掌握することが可能となっ

た。結果的に国家は立法・行政上の権力を独占

し，市民社会に最大限の意思を強制する「集権

国家」となり，その経済介入能力はさらに拡大

強化されることとなった。19世紀リベラリズ

ムの想定したこの「集権国家」の性格は20世

紀の国家にも受け継がれている。そして，その

想定が依拠するのは，ここでも国家と市民社会

の間の明瞭な「分離」という前提である。ハー

ストによれば，この「国家―市民社会」の「分

離形態（forms of separation）」のあり方こそ，

それぞれの経済ガバナンスにおける国家の介入

能力を基礎づけるものであり，また同時に，国

家の介入の成否を左右するものなのである21）。

さて，上述の３つの経済ガバナンス類型では，

「国家―市民社会」が具体的にはどのように

「分離」されていたのであろうか。ハーストの

議論に則しながら順に見ていこう。

まず①計画経済型ガバナンスでは，国家の策

定した包括的な経済計画が最大限に重視され，

計画の遂行こそが諸経済アクターの至上命題と

された。国家による独占の正統化のために，イ

デオロギーと支配政党のレトリックがあらゆる

角度から動員され，結果として国家の集権的性

格もここでは暴力的なものにまで高められた。

その市民社会との「分離」は過剰で一方的であ

り，国家が完全に自律した力を持つ一方で，市

民社会は国家によってそのイメージさえもつく

り変えられた。これはもはや「分離」を通り越

した，「権威的支配」とも呼ぶべき関係である。

ハーストの見るところ，このガバナンスでは生

産や富の分配は単なる経済活動として見られて

おり，「社会的」活動すなわち「個人がそこに

関わり，アイデンティティを確立させ，生産に

関わる制度を運用し，労働や交換，消費に対す

る規範を抱きつつ，賃金，利潤さらには非物質

的な充足感を求めていくような活動」として捉

えられていなかった22）。このような国家の計画

の実現のために「市民社会」の自律性自体さえ

否定するという「形式主義（formarism）」こ

そ，この計画経済型ガバナンスの致命的な欠陥

である。ここからは安定した，自律的な社会制

度も，有用な協同の意識も生まれない。「社会

的な協同」というような発想など，ここには微

塵もないのである。

次に②ケインズ主義型ガバナンスにおける

「国家―市民社会」関係である。ケインズ主義

と一口に言っても，そこには多種多様なバリエ

ーションがある。ハーストもその点を十分に認

めつつ，主にイギリスの事例を念頭において議

論を展開している23）。ハーストによれば，ケイ

ンズ主義型ガバナンスにおいては既存の市場経

済と自由民主主義国家の構造自体を変えること

なく，改革を遂行することが求められる。改革

の手段も主に政策の改定，修正に限定される。

国家は中立的，効率的な存在と受け止められ，

国家介入も市民社会，なかでも特に経済アクタ

ーとしての市民の自律性を守るという名目の

下，正統化される。この点では先にふれた19

世紀リベラリズムの想定する「国家―市民社会」

の「分離」が，このガバナンス類型では純粋に

維持され，温存されている24）。このガバナンス

のあり方は完全雇用や高度成長など一定の成果

をあげた。しかし，70年代に入ってから発生

した賃金高騰に伴うインフレ，さらには大企業

マネジメントの失敗などの「危機」には対処で
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きなかった。ケインジアンに内在する「国家―

市民社会」関係についての19世紀的な古い想

定自体がすでに時代状況に適合できなくなった

のである。ケインズ主義はネオ・コーポラティ

ズムの導入と産業政策の策定をもって，この古

い「国家―市民社会」関係の想定からの脱却を

はかろうとする。しかしながら，ハーストによ

れば，例えばイギリスでは利益集団の弱さと排

他的な政党政治文化の前に，「協同の政治文化

（a collaborative political culture）」を生み出

すことができず，結局コーポラティズム，産業

政策のいずれもが失敗した25）。しかし，ハース

トの見るところ，そもそもコーポラティズムや

産業政策といった考え方はケインズ主義本来の

発想には含まれていない26）。政策を補完するこ

のような諸制度の構築という発想そのものが欠

如している。ハーストはこのような発想の欠如

自体が，ケインズ主義の経済ガバナンス様式と

しての本質的な限界を示しているという27）。

最後に③経済自由主義（新自由主義）型ガバ

ナンスにおける「国家―市民社会」関係である。

ハーストの認識ではこのイデオロギーは市場や

私企業の利潤を重視はしているものの，一方で

は国民経済の運営をいまだ志向してもおり，こ

の意味では「純粋なレッセフェール」を志向し

てはいない28）。むしろ，新自由主義が自らの理

想とする「市場ベースの社会構造」を具体化す

るためには，強権的な国家による「規制緩和の

ための規制」が必要となる。実際に，新自由主

義が掲げた公共支出の削減など論争を呼びがち

な政策は，集権的な国家の力を通じて半ば暴力

的に推し進められた。ハーストによれば，ここ

では「国家―市民社会」間の「分離」はさらに

強調されており，この点から市民社会に対して

強権的に意思を強制する，という新自由主義の

描く国家像も浮かび上がってくる29）。

一方で，利益集団間の対話などは極限にまで

軽んじられるか，廃止された。ハーストによれ

ば，新自由主義の描く国家はもはやケインジア

ンが描いたような中立的な調整機関としてのそ

れではない。例えば，高額所得者対象の直接税

減税政策などに見られるように，富裕層や利子

生活者，金融機関などあきらかに特定の利益を

優遇する国家である。その他の大部分の利益は

ないがしろにされ，結果的に古典的リベラリズ

ムが想定した市民間の「法の下の平等」は有名

無実のものとなっている30）。このように新自由

主義国家が特定の利益を優遇し，また逆に排除

したことで，結果的にネオ・コーポラティズム

など社会集団間の連携を促進するような制度は

ことごとく破壊された31）。そもそも市場メカニ

ズムによる自動的な需給バランスの均衡という

幻想を信じる新自由主義にとっては，むしろそ

のような社会制度は市場本来の効率性を歪める

障害なのである。しかし，ハーストも指摘する

ように，これは明らかに誤りである。市場がそ

の効率性を発揮するのは，それが非市場的な諸

制度に適切に組み込まれた時である。この意味

では社会制度は市場にとっての障害などではな

く，むしろ市場の効果をあげるために不可欠な

手段なのである32）。

上に見てきたように，どの経済ガバナンス類

型においても，それらが想定する「国家―市民

社会」関係のフォルマリズムから脱しきれず，

ゆえに社会的協同を生み出すような社会制度と

いう発想には結びつかなかった。そのため，危

機に際して，社会諸集団や諸企業の間で十分な

対話を継続した上で，それらをガバナンスに動

員しつつ，イノベーションなどの適切な改革を

すすめることができなかった33）。ハーストの見
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るところ，この点でいずれのガバナンス類型に

おいても，経済は社会制度と切り離されて考え

られており，この意味ではガバナンスという視

点自体が欠如しているのである。

（３）アソシエーティブ・エコノミー

ハーストは以上のような経済ガバナンス類型

の入念な検討を経た後，自らの経済ガバナン

ス・モデルを，社会制度の整備を第一義的に優

先するものとして位置づける。彼の経済ガバナ

ンス・モデルの特徴は以下の２点に集約される34）。

①国家と市民社会の関係を変容させる。国家を「多

元化」し，市民社会を「公共化する（publicizing）」

ことで，経済諸アクター間の協同関係を生み出し，

効果的な経済パフォーマンスを達成する。

②公共セクター，民間セクターの双方において，ヒ

エラルキー的な組織マネジメントを改善しつつ，民

主的なコーポレート・ガバナンスを促進する。

さらにこの２点に加えて，彼がここで一貫し

て強調するのは，ガバナンスへの市民の「参加」

という視点である。前節で見てきた過去の経済

体制における３つのガバナンス類型では，市民

は経済の統治過程に参加する主体として捉えら

れていなかった。計画経済の下では，市民は国

家の策定した計画を黙々と遂行する単なる政策

遂行手段でしかなかったし，ケインズ主義の下

でも政策決定の対象であった。新自由主義の下

でも，市民は消費者および企業家と同一視され，

受動的な存在としてカテゴライズされた。しか

し，ハーストの見るところ，経済アクターとし

ての市民は本来，決してそのような消極的な存

在ではない。ガバナンスに積極的に参加し，経

済構造自体を変革していく可能性をもつ存在で

ある。実際，研究開発や知識集約型産業への構

造転換に成功した地域で鍵を握ったのは，特定

の経営エリートの存在ではなく，中核労働者層

としての市民の決定過程への参加である。ハー

ストはこの点からも，むしろ市民が経済ガバナ

ンスに参加する積極的な存在と位置づけられて

からこそ，イノベーションなどの改革も促進さ

れるという35）。

しかし，先にもふれたように，新自由主義の

失敗以来，市民の間には将来に対する絶え間な

い不安感が広がっている。いくら参加を強く主

張したところで，このような現況の中にあって

は，その主張自体に現実性を持たせることさえ

困難である。もちろん，ハーストはこの点に対

する十分な配慮を忘れていない。その姿勢は彼

が示すアソシエーティブ・エコノミーのゴール

からも十分にうかがえる。そのゴールとは次の

４つの項目からなる。まず①経済によって生み

だされた富を，広く分かち合うこと，そして②

ガバナンスに参加する人々の雇用と所得をある

程度保障すること，さらに③経済アクターの自

己統治能力を高めることであり，最後に④地方

レベルで消費者，貯蓄者としての市民の利益を

ガバナンスに十分反映させること，である36）。

このように参加の障害となっている市民の不安

感を制度的に払拭してからこそ，市民はガバナ

ンスに積極的に参加しうるのである37）。

以上のような独自に設定した経済ガバナンス

の原理を軸にして，ハーストはさらに①経済の

地方分権化と②企業組織の改革の２点に比重を

置いた具体的な経済改革案を示している。この

うち，とくに①の経済の地方分権化は，彼の経

済ガバナンス・モデルの根幹をなすものであ

る。ハーストによれば経済の分権化のねらいは

「決定過程のアカウンタビリティーの向上」に
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ある。彼によれば，分権化によって意思決定が

より「現場」に近いレベルで行われるため，各

経済アクターの情報資源へのアクセスが容易に

なる。経済マネジメントに関する決定過程のア

カウンタビリティーが高められれば，アクター

間の情報格差も縮小し，情報を共有化するネッ

トワークが生まれる。ハーストのみるところ，

このネットワークに参加するメンバー間には相

互の「信頼」が生まれる。彼はこの「信頼」こ

そ協同関係を生み出す基盤となる可能性を持っ

ているという38）。

しかし，一方でネットワークには，その偶発

的で，自生的な側面に由来する不安定性，流動

性の問題が常につきまとっていることも事実で

あろう。そこで交換される情報も常に正確で，

信用に値するものとは限らないだろう。ゆえに，

正確かつ詳細な質の高い情報の交換を促す上で

も，ネットワークそのものが改めて秩序づけら

れる必要がでてくる。

この点からハーストはマーシャル（Marshall,

A）の「産業の雰囲気（industrial atmosphere）」

概念を援用し39），「産業公共圏（industrial

public sphere）」概念を提唱する。「産業公共

圏」とは，ハーストによれば「諸ネットワーク

や諸制度を結びつけたもの」である。この「産

業公共圏」は性格的には外部に対して開かれて

おり，関連する経済アクターのすべてが自由に

参与することができる40）。

ハーストによれば，この「産業公共圏」は地

域経済において，諸経済アクターに対して集合

的なサービスの供給を行う。この意味ではネッ

トワーク・メンバーの「スポンサー」的な役割

を果たす。そればかりでなく，労使間の対話や

企業間提携なども組織化し，継続させる役割も

果たす。この点でネットワークと経済諸アクタ

ーとを結びつける「場」でもある。

この「場」としての「産業公共圏」の存在に

より，各々の経済アクターは他の経済アクター

と経済問題について自由に討議を交わすことが

できる。加えて，彼によれば，その討議の結果

は，当該地域の立法過程，さらには行政過程を

経て，当該地域の経済政策に反映される。この

点では，まさに地域経済をかたちづくる中心的

な存在となるという。そればかりではなく，ハ

ーストによればこの「産業公共圏」は「地域を

単に企業やネットワークが共存しているような

場所としてのそれから，自ら将来を予測し，軌

道の修正を行っていく力を持った一総体として

のそれへと変えていく」41）という。この点から

も十分にうかがえるように，ハーストはこの

「産業公共圏」を自己反省の力を持ち合わせた

空間として構想しているのである。

この「産業公共圏」という発想には，市民社

会を「公共化」することでこの空間に対する信

頼を高め，経済アクター間の協同関係を生み出

そうとするハーストの姿勢が強く表れている。

この発想の前提となる現実的な根拠として，ハ

ーストはサード・イタリーやドイツのバーデ

ン＝ビュルテンベルグなど近年の欧州の「産業

地区」における新しい協同の試みを念頭におい

ている。この点でハーストの議論は，ポスト・

フォーディズム期の蓄積体制における地域空間

の「制度的反省能力」の役割を重視する斉藤日

出治の議論や，「知性的地区（intelligent district）」

の概念を提示するＰ．クック（Cooke, P）の議

論などとも多くの視点を共有しているといえる

だろう42）。
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２．アソシエーティブ・デモクラシー論におけ

る社会福祉ガバナンス・モデル

本章ではハーストの描く社会福祉ガバナン

ス・モデルをみていく。ハーストは現状の福祉

国家をどう捉え､また何を問題視しているのか。

また，そのような現代福祉国家の問題に，かれ

はどのような処方箋を提案しているのか。以上

の２点がここでの議論のポイントである。以下，

ハーストの議論に則してみていくことにしよう。

（１）「集産主義的福祉」の行き詰まり

前章の冒頭でふれたような先進資本主義諸国

における70年代末以降の深刻な経済成長の停

滞は，各国の福祉サービス供給システムを支え

る財政的基盤に大きなダメージを与えた。

周知のとおり，この財政危機をはじめとする

福祉国家の一連の問題状況は80年代以降，「福

祉国家の危機」と呼ばれている。低成長化のイ

ンフレにともなう企業収益の悪化で福祉財源で

ある国家の税収は伸び悩んだ。また，一方で失

業者の増大は社会的コストを増大させ，納税者

の負担も多大なものとなった。ハーストは，こ

のような経済成長の停滞の影響に加えて，①産

業全般のオートメーション化，②グローバル化，

③社会の高齢化，という70年代以降の先進諸

国に共通して見られる３つの社会情勢の変化

が，福祉財政の危機に対してさらなる追い討ち

をかけたとみている43）。ハーストによると，た

とえば，このうち①の産業全般のオートメーシ

ョン化という点では，コンピュータやロボティ

クス技術が生産現場へ急速的に導入されたた

め，安定した雇用を得られる高いスキルをもっ

た一部の熟練労働者と，常に雇用不安を抱える

その他大多数の非熟練労働者，というように労

働市場の二分化が促進され，後者の構造的失業

が増大した。しかも，ハーストによれば，ME

化は楽観的な経済学者の当初の予測を裏切り，

新しい産業セクターと呼びうるものを生み出さ

なかったため，労働市場を追われた大多数の非

熟練労働者の再雇用の受け皿も用意されなかっ

た。その結果，構造的失業の増大は社会的コス

トを膨らませ，福祉財政が圧迫されることとな

ったのである44）。

この「福祉国家の危機」を好機と捉え，80

年代以降，激しい福祉国家攻撃を行ってきたの

が新自由主義である。サプライサイドの政策を

強硬に主張する新自由主義は，中間層に対する

大幅な所得税減を唱える一方で，国家による福

祉財政の拠出を経済競争力の足かせとなるもの

として批判した。このような福祉国家に対する

攻撃は単にアカデミズム内の議論に留まらず，

英米をはじめとする多くの先進諸国において，

新自由主義を標榜する政権が実際に誕生し，福

祉財政支出の抑制とサービス供給の市場化が実

行された。しかし､ハーストも言うように，上

のような新自由主義の社会福祉の市場化政策が

全面的に失敗していることは，今日では誰の目

にも明らかである45）。結局，新自由主義者は福

祉供給のあり方や福祉サービスそのものの質的

改善に成功しなかった。さらに経済的困窮者に

対する施策の面ではまったくの無能ぶりを露呈

した。そればかりか，切り札であったはずの所

得税減税も目立った経済効果をあげるものでは

なかった。

さて，このように福祉そのものを問題化し，

攻撃する新自由主義とは異なり，ハースト自身

はもちろん福祉国家をめぐる問題の根源を福祉

そのものの存在にもとめたりしない。そもそも，

ハーストも指摘するように，福祉そのものの必
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要性が全くをもって否定しえないことは明らか

な事実である。例えば，教育，医療，高齢者介

護，救貧などの福祉国家が供給してきた福祉は，

その多くが国家や市場が成立する以前から市民

が抱いてきた人間的価値を具体化したものであ

った。そのような福祉そのものを放棄してしま

えば社会は不可避にもバーバリズムの中に没し

てしまうことになるだろう46）。社会福祉は経済

競争力の強化のために安易に切り捨てられるよ

うなものではないし，単なる「真の弱者」のた

めの最小限の救済措置などとして矮小化すべき

ものでもないのである。

ハーストにとっての問題は，あくまでも彼が

「集産主義的福祉（Collectivist welfare）」と呼

ぶ福祉の供給のあり方にある。「集産主義的福

祉」とは，彼によると，課税と強制社会保険の

基礎の上に成り立つ，「国家によって組織化さ

れ，権利を持つ市民に供給される公共サービ

ス」47）を指す。この「集産主義的福祉」という

供給スタイルは，ハーストの見るところ，失業

保険，公共住宅，初等教育などの供給の面では

一応の成果を得た。というのも，これらのサー

ビスはその性格上，画一化・標準化しうるもの

であり，さらには地域差なく集合的に供給しう

るものでもあったからである。そして，この意

味では国家官僚制による一元的な供給というス

タイルに十分になじむものであった。しかし，

60年代以降，国家によるこの様な福祉サービ

スの供給スタイルは十分に機能しなくなってし

まった。市民の間の福祉に対するニーズが多様

化したためである。多様化したニーズを満たす

ために納税者の福祉コストの負担が増大される

一方で，もはや国家によって集合的に供給され

る既存の福祉サービスは，既に市民にとってそ

のような負担に見合うような満足し得る内容の

ものではなくなっていた。

ハーストによれば，さらにこの「集産主義的

福祉」供給は，市民の間に福祉サービスに対す

る無責任さと他者への福祉に対する無関心を生

んだ。

「（国家による直接的な供給の場合，）実際，職員の供

給するサービスが良かろうと悪かろうと，市民は制

度そのものにはほとんど関与できない。この場合，

彼らはサービスの受給者というよりも，行政の対象

でしかないのだ。結果として，市民は自らサービス

を受給する際には消極的な消費者となり，近親者以

外の人々に対する福祉には一切無関心になる。彼ら

は福祉サービスのあり方に口をはさんだことがない

ので，自らが他者に対する福祉の供給に寄与してい

るなどとは思いもしないのだ。このように官僚制は

市民から，責任や他者の必要に応えようとする感覚

を奪い去ったのである。」48）（カッコ内は筆者による）

ハーストがもっとも重要な課題と位置づける

のは，このような市民の手から遠く離れてしま

った現在の国家による集合的で一元的な福祉供

給のあり方を根底から見直すことである。個々

の市民が福祉サービスに積極的に関与すること

ができる環境，より具体的には，福祉を受給す

る市民がサービス供給のあり方はもちろんのこ

と，供給されるサービスの内容そのものについ

ても決定する力を持てるような環境が構築され

ねばならない。そして，そのような環境からこ

そ協同の意識も芽生えてくるのだ。

とはいえ，もちろん，ハーストはここで福祉

の集合供給・集合消費自体を単純に否定してい

るわけではない。また，単純で自生的な「顔の

見える（face to face）」コミュニティを再生し，

これに福祉サービスの供給を委ねようという共

同体主義者の主張に賛同しているわけでもない49）。

福祉の集合供給自体は，それがニーズに基づく
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限り，経済的効率性や公正さといった点からみ

ても否定されるべきものではない。ハーストが

問題にしているのは，あくまでもそのような集

合供給・集合消費が国家官僚制と一元的に結び

ついたものとしての「集産主義的福祉」であり，

そのようなリンケージが行政側に過大な裁量権

を与えた一方で，市民の責任能力とコントロー

ル能力を疎外してきたという事実にある。

（２）協同主義的福祉システム

ハーストは以上のように「集産主義的福祉」

型の供給スタイルに対する批判を展開した後，

これに対するオルタナティヴとして「協同主義

的福祉システム（associationalist welfare sys-

tem）」を提示する。彼によれば，その骨子は以

下の２点に集約される。まず第１に①自発的で，

自己統治的なアソシエーションに福祉その他の

公共サービス供給の役割を移譲することであ

る。そして第２に②そのようなアソシエーショ

ンがメンバーに十分なサービスを供給しうるよ

う公的な基金を設置し，支援すること，である50）。

国家官僚制による一元的な「統治」型の調整

スタイルでは，もはや複雑化した現代社会に噴

出する多様な問題に対処することはできない。

先にも触れたように，殊に福祉サービスに関し

ては，国家による一元的で，一方的な「集産主

義」型の供給スタイルは市民の側にほとんど選

択の余地を与えるものではなかった。ハースト

によれば，これに比べて「協同主義的福祉シス

テム」で想定されるアソシエーションによる福

祉サービスの供給は，以下の３点で国家官僚制

による供給よりも秀でているという。まず第１

に，アソシエーションのメンバーは当該アソシ

エーションの原理にあらかじめ合意しているの

で，メンバーがそこで受けるサービスの内容や

質などにもより積極的にコミットすることが想

定される点であり，第２にアソシエーションの

方がメンバーに対してより高いアカウンタビリ

ティーを持ちうる点である。そして，第３に，

何よりも，福祉サービス供給の役割がアソシエ

ーションに委譲されることで，既存の国家の位

置づけをサービス供給者としてのそれから，単

に「統治者たちを統治するもの（governor of

governors）」としてのそれへと組替えることが

可能となる。ここから「巨大政府なきガバナン

ス」をとおした非集合主義的な福祉サービス供

給体制を実現する道も開かれるという51）。

このようにアソシエーションによる福祉サー

ビス供給のメリットを大きく強調するハースト

であるが，一方で彼は全ての福祉サービスがア

ソシエーションによって供給されるべきだとは

考えていない。彼は市民の福祉に対するニーズ

を①「基本的福祉ニーズ」と②「特殊福祉ニー

ズ」の２つの類型に分けている52）。彼によれば

①「基本的福祉ニーズ」とは，たとえば衣食住

など，年齢や地位に関係なく「文明化された社

会のメンバーであれば誰もが付与される権利を

持つ，原理的な要求」をさしている。一方，②

「特殊福祉ニーズ」とは，病人や就学児童，妊

婦などの特定の状態にある人や，あるいは精神

障害者や身体障害者など特定の境遇にある人々

がより個別的にもつ特有の要求をさしている。

このうちハーストがアソシエーションによるサ

ービスの供給をメイン・スタイルとして構想す

るのは後者の「特殊福祉ニーズ」に対してであ

る。そして，それらの個々の特殊なニーズに対

しては，公的な基金が各々に応じた形で準備さ

れる。よって，市民はアソシエーションから直

接的にサービスを「購入」するのではない。公

的に準備された基金からの拠出が，サービス供
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給を行うアソシエーションの活動資源となる。

より具体的なイメージは，以下のような彼の一

文からつかみとることができよう。

「（病人や就学児童，妊婦など）特定の状態にある人

たちに対する基金（status-depended formula fund-

ing）の場合，個人はアソシエーションをサービスの

供給者として登録する。そして，アソシエーション

は個々の受給者の状態に応じて用意された基金から，

適切な分を受け取る。･･･（より特殊で，複雑な境遇

に置かれた人たち）の場合，個々人は自らがアソシ

エーションの行う特定のプログラムや運営財政の面

での評価者となることもできれば，それらのプログ

ラムや組織財政を支える『後援者』となることもで

きる。組織財政の面では，個々人は関係公共機関に

対して，当事者が自由に裁量して利用できるような

基金の設置を要求できる。」53）

この一文からも分かるように，ここでのアソ

シエーションは，サービスの供給者と消費者が

パートナーシップを組む「場」と捉えられてい

る。そこで交わされる双方向のコミュニケーシ

ョンを通して，消費者である市民の「声」は供

給者に直接的に伝えられる。さらに，ここでの

市民はアソシエーションから自由に脱退する権

利を常に持っている54）。よって，上述の「声」

によっても当該アソシエーションの供給するサ

ービスの質や内容が改善しない場合や，自分の

ニーズに十分に見合わない場合，市民はそのア

ソシエーションを脱退し，他のアソシエーショ

ンを自由に選択することもできる。ここから同

種のサービスを供給しているアソシエーション

の間には，必然的に競合関係が生まれる。個々

のアソシエーションは市民による「選択」，市

民との「契約」を得るためにサービス内容の充

実と質的改善に取り組まざるを得なくなる。と

いうのも，ハーストは，個々のアソシエーショ

ンに対する公的基金の拠出額を，当該アソシエ

ーションと「契約」しているメンバーの数に応

じて決定されるもの，と想定しているからであ

る55）。ハーストのみるところ，この様なアソシ

エーション内部における市民の「声」，とアソ

シエーションから脱退する権利＝「退出」こそ

福祉サービスの内容を充実させ，質を高めてい

くものなのである56）。

以上ような「アソシエーション―市民」関係

のモデルを示したハーストは，この様な関係が

展開される，より上位のガバナンス空間の見取

り図を示す（図１）。彼はこの見取り図で示さ

れるガバナンス空間を「協同的コモンウェルス

（Associational Commonwealth）」と呼んでお

り，アソシエーションによるサービス供給を支

える諸機関の役割，位置づけ，そして税制のあ

り方を詳細に描きだしている。ここで彼がいう

「協同的コモンウェルス」が既存の国家と同一

のものではないことは指摘するまでもない。そ

れは権力と金の流れを徹底的に分権化した「一

元的な中心のない（no single centre）」，将来

の「国家」像である57）。アソシエーションの運

営資金をまかなうために準備された公的基金の

運用策を決定する「基金協同調整会議

（Consociational Funding Council）」や，各ア

ソシエーション代表から構成される諸々の「ア

ソシエーション会議所」など，重要な機関のほ

とんどは地域レベルに設置される。さらに個々

のアソシエーションが福祉サービスの供給をお

こなう「現場」として設定されているのは，地

域よりさらに下位の地方レベルである58）。連邦

レベルではなおも，金融政策全般を方向づけ，

税収の地域間格差を是正する役割を持つ「連邦

財政会議（Federal Funding Council）」が設置

されるものの，これとて，その構成員は各地域
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政府の代表である。この様に徹底的に分権化さ

れたガバナンス像を描くハーストであるが，も

ちろん､ここで彼は国家の消滅を叫んでいるわ

けではない。とは言え，彼のモデルで多元的に

解体され，再構成された「国家」が，既存の概

念に照らせば，もはや国家と呼ぶにふさわしく

ないものであることも確かであろう。

ハーストは上述のような「協同的コモンウェ

ルス」モデルをさらに発展させたものとして､

1998年には図のような「協同福祉国家（asso-
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ciated welfare state）」モデルを提示している

（図２）。正方形が３重に重ねられた印象的な図

であるが，この点からはアソシエーティブ・ガ

バナンスを三次元的な空間モデルとして提示し

ようとするハーストの姿勢がうかがえる。ここ

では先の図にも示されていた税制に加えて，諸

機関の間でのガバナンスとアカウンタビリティ

ーの方向も示されている。さらに一部の精神保

健分野や，児童保護などのある程度の強制力を

必要とする福祉の供給を，国家に課せられた役

割としてさらに明確に示している。これらの点

でこの「協同福祉国家」モデルは，先の「協同
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主義コモンウェルス」モデルよりもさらに精緻

化されたものと評価しえよう。

（３）「最低所得保障（GMI）」

さて､以上のように市民の間の多様な「特殊

福祉ニーズ」に対して，アソシエーションによ

るサービスの供給を機軸にすえたガバナンス･

モデルを提示するハーストであるが，ここで気

がかりなのは､先に触れたニーズの２類型のう

ちの前者，すなわち，「基本的福祉ニーズ」に

対する供給である。最低限度の衣食住の保障な

ど生存権とも深く関わる普遍性を持ったこのニ

ーズに対して，ハーストはどのようなサービス

供給の形を構想しているのであろうか。

もちろん，彼は既存のように，社会保険や失

業手当など多種多様に細分化された制度による

供給をもってこのニーズに対処しようと考えて

いるわけではない。ましてや，普遍主義的な福

祉政策の廃棄を主張しているわけでは決してな

い。普遍的な性格を持つ「基本的福祉ニーズ」

に対して彼が提示するのは，「最低所得保障

（Guaranteed Minimum Income: GMI）」策で

ある。「最低所得保障」とは，彼によれば，「全

ての成人が移転所得や税控除の形で連合コモン

ウェルス（the federal commonwealth）から

受け取ることを保障された（最低限の）基本所

得」であり，その財源は一般課税によってまか

なわれる59）。この「最低所得保障」をハースト

は「あらゆる『協同主義的福祉システム』が存

在しうる上で不可欠な要素」として重視してお

り60），先の「協同主義コモンウェルス」という

アソシエーションを通じた福祉供給体制と並ん

で，彼の福祉ガバナンス・モデルを支えるもう

一つの柱となっている。この点において，われ

われは戦後福祉国家の遺産である普遍主義的福

祉政策を，着実に継承しようとするハーストの

姿勢を見出すことができる。

普遍主義的な福祉政策の実現は戦後福祉国家

の大きな到達点である。もちろん，藤村も指摘

するように，福祉サービス供給の普遍主義化は

同時に，「中流階層」への手厚い保護という

「逆ベクトルの平等化」の傾向を必然として生

み出し，結果として「中流階層のための福祉国

家」ないしは「福祉国家の中流階層占有化（植

民地化）」と批判されるにいたっていることも

事実である61）。さらに，そのような「逆ベクト

ルの平等化」が福祉財政を圧迫し，一方では，

多くの「社会的排除」を生み出していることも

認めねばなるまい62）。しかし，だからといって，

普遍主義的な福祉供給の切り捨てを安易に認め

るわけにはいかないだろう。たとえば新自由主

義者に典型的に主張されるように，単純にこれ

ら福祉の普遍主義的な供給を切り捨てて，最下

層の人々のみを対象にした限定的なセイフティ

ネットと慈善のみを残そうというのでは，道徳

的な議論は別としても､あまりに福祉国家の現

状とそぐわないだろう。言うまでもなく，その

ような主張は人類史を救貧法の時代へと逆戻り

させること以外に何の意味ももたない。逆にそ

れどころか，普遍主義的な福祉供給の存在は，

福祉社会を担う人材の供給という点では不可欠

の重要性をもっている。ハーストによれば，「最

低所得保障」は現状では正規雇用と比べて不安

定にならざるをえないパートタイム労働者の賃

金を補填するばかりでなく､市民の間にボラン

ティアを含めた多種多様な新しい労働のかたち

を生み出す可能性を持っている63）。ボランティ

アをはじめとするアソシエーションに不可欠の

市民活動を拡大するうえでも，個々の市民の生

活を最低限保障することは必要なのである。
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３．ハーストのガバナンス・モデルの可能性と

限界

本章ではこれまでの議論を踏まえながら，ハ

ーストの提示するガバナンス・モデルの可能性

と問題点について改めて検討していく。その際，

特に後者の問題点については，ハースト・モデ

ルに寄せられた批判と，これらに対するハース

ト自身の反論も取り上げながら検討しよう。そ

うすることで，ハースト・モデルに残された課

題の輪郭はより一層明確に浮かび上がるはずで

ある。

（１）体系的な社会改革案として

ハーストの提示するガバナンス・モデルの長

所としては多くの点が上げられる。たとえば，

彼の提示するモデルの大部分は，現今の経済問

題や福祉国家をめぐる問題についての幅広く，

詳細に及ぶ検討を下敷きにしたものである。そ

して，それらの問題に対して彼が提示した処方

箋は，地域経済のネットワーク・ガバナンスし

かり，ボランタリー・アソシエーションによる

福祉供給しかり，実際の経済・社会福祉の分野

で目下展開されている新しいガバナンスの試み

を随所に取り入れたものであった。このような

実際に適用可能なガバナンスの制度モデルを提

示しようとする彼のプラクティカルな姿勢は，

現代のアソシエーショナリストたちがとくに学

ぶべきところである。

しかし，本稿がとくに評価するのはハースト

の描くガバナンス・モデルの体系的な制度モデ

ルとしての有用性である。この点について，前

章までの議論をふりかえりながら，ここで改め

て強調しておこう。

まず，本稿が１章でも見てきたように，ハー

ストの経済ガバナンス・モデルでは経済の地方

分権化と企業組織改革に重点がおかれていた。

しかし，一方でアソシエーションの担いうる具

体的な役割については十分に示されているとは

言えず，この点で捉えようによっては，彼の主

張するアソシエーティブ・デモクラシー論の理

論枠組みに比して，アソシエーションの重要性，

位置づけもかなり後退しているように思われる

かもしれない。しかし，これらの点を彼の議論

の難点として判断するのは早急すぎるというも

のだろう。彼の議論は単純に経済領域でのアソ

シエーションの覇権獲得をねらったものではな

い。古典的アソシエーショナリズムの失敗とい

う過去が示しているように，そのような捉えよ

うによっては胡散臭い，ある種の独善的なドグ

マ論が市民の支持を得ることはもはや不可能で

ある。さらに現実性という点でも，アソシエー

ションのみをもってあらゆる経済問題の解決策

とすることは到底できまい。現代経済の複雑さ

の前にはそのようなユートピア主義的な「アソ

シエーション全能論」は無意味に等しい。

この点では，ハーストの示す経済ガバナン

ス・モデルは地域そして企業のあり方なども射

程に含めている点で非常に現実的なものとなっ

ている。そして，彼がそのような包括的な経済

ガバナンス論を示したことで，アソシエーショ

ナリズムには社会改革理論としての体系性が備

わったのである。そして，そのような体系性を

もったプログラムが用意されてからこそ，「ア

ソシエーション革命」もはじめて現実味を帯び

てくるのである。

同じことはハーストの社会福祉ガバナンス・

モデルにもいえるだろう。もちろん，NPOや

NGOの活動が全世界的に活発化している昨今

では，ハーストの議論にみられるような，福祉
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サービスの供給をボランタリー・アソシエーシ

ョンに担わせようという主張自体は，（もちろ

ん，それらが個々に目指す目的の相違は別とし

て，）特段目新しいものではないかもしれない。

とくにハーストの母国イギリスでは，すでに

1978年のウォルフェンデン委員会による報告

書『ボランタリー組織の将来』で非営利組織に

よる福祉サービスの供給が展望されている64）。

また，英国保守党は，福祉財政支出の縮小・削

減という至上命令のもと，1979年以来一貫し

て福祉供給においてボランタリーセクターが貢

献する役割を賛美し続けてきた65）。さらに近年

では，上のようなハーストの主張は，エヴァー

スやペストフなどの福祉多元主義の論者が繰り

返している主張とも重なるものである66）。

福祉多元主義の主張に対しては，福祉供給体

制の展望に議論が限定されがちであり，新たな

福祉体制の全体像がなかなか見えてこない，と

いった問題点がしばしば指摘されている67）。し

かし，ハーストの議論に限って言えば，そのよ

うな指摘は当てはまらないだろう。われわれが

これまでにつぶさに見てきたことからも分かる

ように，彼は議論を単なる福祉供給体制の問題

に矮小化することなく，GMIの導入による普

遍主義的福祉政策の継承，そして福祉供給を支

える財源の問題など，より広い角度から福祉ガ

バナンスを見つめている。

以上の点で，ハーストの描くガバナンス像は，

新たな経済と社会福祉のガバナンス体制の全体

像を指し示す上での，制度モデルとしての体系

性を十分に備えたものであると評価しえよう。

（２）選択能力の格差の存在

ハーストの提示したガバナンス・モデルには

このような評価すべき有用な点がある一方で，

いくつかの難点があることも確かである。そし

て，実際，彼の提示するモデルには幾人かの論

者からの手厳しい批判も寄せられている。たと

えば，オーストラリアの産業組織研究者モルガ

ンの指摘がこれにあたるだろう。モルガンはハ

ーストのガバナンス・モデルについて，「理論

的には合理的選択と市場的関係の主張に満ち満

ちたもの」と痛烈に批判する68）。もちろん，モ

ルガンの批判は，ハーストが彼のアソシエーテ

ィブ・デモクラシー論を通じて提案する諸施策

のほとんどに及んでおり，この点で「モルガン

は私の（アソシエーティブ・デモクラシーの）

試みを心から嫌悪している」69）と言わざるを得

ないハーストの心境も理解できないわけではな

い。しかし，彼の批判自体は概ね的確なものと

なっており，さらにその視点は，本稿がハース

ト・モデルの不十分な点として捉えている部分

とも大きく重なるものである。

モルガンの多岐にわたるハースト批判は詳細

をみれば，その主な批判の矛先が，①ハースト

の個人観，②ハーストの国家の能力に関する想

定の２点に向けられていることがわかる。以下，

この２点について順にみていこう。

まずモルガンの指摘する①ハーストの個人観

に関する問題である。本稿が１，２章で詳細に

みてきたように，ハーストが彼のモデルにおい

て強調したのは「個人の自由な選択」であった。

そして，この点は彼の社会福祉ガバナンス・モ

デルにおいて特に顕著であった。すなわち，

個々の市民が自由にアソシエーションを選択す

ることによって，個々に多様な福祉ニーズを充

足する，という構図が彼の社会福祉ガバナン

ス・モデルの根底にある発想であった。

モルガンはこのハーストの市民＝「自由に選

択できる個人」という想定に対し，強烈な批判
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を加える。モルガンによれば，ハースト・モデ

ルおけるこのような個人は，総じて「利己心に

もとづいて，利益を『合理的に』分析する，

『聡明な』選択能力を『最低限』持った存在」

としての個人であり，これはまさに合理的選択

理論の唱えてきた個人に関する想定を単に繰り

返しているものに過ぎないという70）。そして，

モルガンによれば，このような個人＝合理的選

択者という想定は必然的に「政治とアソシエー

ションの市場（political/associational mar-

ket）」の形成へとつながり，個々人の選択を最

大化するために国家行政に市場関係が貫入され

る。モルガンの見るところ，このような国家行

政の市場化によって，分配の効率性など公共サ

ービスの「分配」的側面がますます重視される

一方で，社会的ハンディキャップの廃絶といっ

た「統合」的な側面は軽視されてしまう71）。モ

ルガンも言うように，このようなハースト・モ

デルから結果的に導かれることが予想される市

場関係の形成は，ハースト自身が他方で強調す

るアソシエーションにおける市民間の「協同」

関係や「連帯的・互助的」な相互行為を軸とし

た「コミュニケーションの民主主義」という彼

のマクロ・ガバナンス・モデル自体の根底にあ

る発想とは大きく矛盾している。

さらに重要なことに，モルガンはハースト・

モデルがこのような個人の合理的選択を強調す

る一方で，個々人のそのような選択能力に影響

を与える社会的地位の問題が考慮されていない

点を批判している72）。モルガンによれば，地理

的な条件や，職業，エスニシティー，ジェンダ

ー，階級などの違いで，個々の市民の間でのア

ソシエーションの選択能力，またはアソシエー

ションへの参加の能力は大きく異なる。個々人

がこれらの格差をこえて須らく合理的に選択し

うるには，モルガンも言うように，何らかの形

での社会的な支援が必要になろう。しかし，モ

ルガンの見るところ，ハースト・モデルではこ

のような自由な選択や参加のための条件整備は

ほとんど考慮されていない。

以上のように，ハーストのモデルに「合理的

選択理論」というレッテルを貼るモルガンに対

し，ハーストは彼自身が「合理的な選択」とい

う場合，あくまでもそれは「個人はアソシエー

ションに自由に参加し，脱退できる」という意

味であり，この点でモルガンの指摘するよりも

限定された意味しかもっていない，と反論する73）。

しかし，仮にハーストのこのような反論が正

しいとしても，ハースト・モデルにはモルガン

の指摘した「参加能力」の背景に対する視点の

欠如という問題が依然として残るであろう。残

念ながら，ハーストはこの点についての反論を

避けている。そして，本稿の判断するところ，

上のようなモルガンの指摘はまったく正しい。

モルガンも言うように，参加の能力は個々の

市民間でおおきく異なる。ジェンダー，エスニ

シティー，年齢，障害の有無，居住する場所な

ど地理的な要因などの違いで，アソシエーショ

ンの資源にアクセスする能力が個々人の間で

様々に異なることは容易に想像しうる。

もちろん，ハーストは市民の最低限の生活を

保障するためのGMIを提案してはいる。しか

し，GMIの導入自体が市民のアソシエーショ

ンへの参加の能力を高めることにはならない。

この点については厚生経済学者センのいう

「潜在能力」の平等化という視点が大きな示唆

を与えてくれる。センによれば，「潜在能力」

とは「価値ある機能を達成する自由を反映した

もの」であり，「個人の福祉を達成しようとす

る自由」を表すものである74）。これは，所得や
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富など「人々が持っているそれぞれの善の理念

を追求するのに役立つ手段や資源」である「基

本財」とは区別された，いわば「基本財を活用

する能力（基本財を福祉に変換する能力）」で

ある。これらセンの概念を借用して考えると，

ハーストの提案するGMIはあくまでも「基本

財」を念頭においたものであり，「福祉を達成

するための手段」を平等に分配する処方である

といえよう。しかし，このような「手段」のみ

に注目した処方だけでは，個々人の平等という

観点からみれば当然不十分である。というのも，

センによれば，「潜在能力」すなわち資源や基

本財を自由へと変換する能力は個人間で多様に

異なっており，この不平等が存在する限りでは，

「資源や基本財の所有を平等化させることは，

必ずしも各人によって享受される実質的な自由

が平等化されることを意味しない」75）のであ

る。

GMIによる資源の公平な「分配」は社会全

成員の生活のボトムアップにつながるだろう。

本稿が先にも触れたように，その普遍主義的社

会福祉供給としての重要性は大いに認められる

ところでもある。しかし，GMI自体は，多種

多様な市民社会の構成員にアソシエーションを

自由に選択しうる能力，もしくはアソシエーシ

ョンに自由に参加しうる能力を等しく「配分」

するものではないのである76）。

このようにハーストの示すガバナンス・モデ

ルでは，個々人の間における参加能力，選択能

力の格差が想定されていない。この点を本稿は

ハースト・ガバナンス・モデルの第１の限界と

捉える。

（３）国家統治機構の民主化

モルガンが指摘するハースト・モデルの２つ

目の問題点は②ハーストの国家の能力に関する

想定である。モルガンによれば，ハースト・モ

デルのようにニーズを中心に置いた「分配型デ

モクラシー」では，国家による個々のニーズ間

の調整がますます重要になり，より集権的な国

家の存在が必要になる。モルガンは，しかし，

ハースト・モデルにおける国家がこのような強

力な調整能力をもつことが困難であるとみる。

というのも，モルガンの見る限り，ハーストが

彼のアソシエーティブ・デモクラシーにおける

最も重要な原理として掲げる「アソシエーショ

ンへのガバナンス権限の委譲」は，同時に国家

の資源供給能力を弱めることになる。これが統

治機構そのものの弱体化につながり，国家はつ

いにはガバナンスの普遍的なゴールを決定する

能力など，いわばガバナンスをガバナンスする

能力さえ保てなくなるという77）。

このようなモルガンの批判に対する反論とし

て，ハーストはアソシエーティブ・デモクラシ

ーが既存のリベラル・デモクラシーの代替では

なく，あくまでも補完を狙ったものであること，

ゆえに法を制定し，諸利益間の調整をはかる国

家の存在も継承されることを再度強調している78）。

先にもふれたように，実際にハースト・モデル

では国家の存在それ自体はもちろんのこと，そ

の役割・機能の重要性は決して否定されてはい

ない。とは言え，たしかにハーストの議論にお

いては経済・社会福祉ガバナンス改革の主導権

を担うのは国家ではない。国家はあくまでもア

ソシエーション，企業，そして地域政府などの

諸アクター間の調整を担う「支援者」である。

さらに，ここで想定された国家の担う調整範囲

も，規模的には，徹底的な分権化を通した，現

存の国家とは比較にならないほど小さなものと

なる。しかし，調整範囲の縮小化は機能の衰退
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化に即結びつくものではない。たとえば，経済

ガバナンスで国家が担うべき役割としてハース

トが明示するのは，①産業投資銀行の設立によ

る投資インセンティヴの向上や，②技術開発の

ための官民パートナーシップの推進，③中小企

業に対する優遇税制の設定，④従業員参加型の

企業運営にたいする奨励，⑤分社化の奨励によ

る企業間競争の促進，とわずか５点に限定され

ているものの，ここではいずれの政策もアソシ

エーティブ・ガバナンスを支える柱の役目を担

う重要なものとして位置づけられている79）。ま

た，これら５つの政策が実際に執行されるには，

いずれにおいても国家の強力な資源動員力が必

要とされるのも確かである。この点で，ハース

ト・モデルでは，むしろある意味では強力な国

家像が想定されているとも読み取れうる。ここ

では国家の機能は衰退化させられるというより

も，むしろその機能が及ぶ範囲が明確化される

ことで，そのガバナンス能力は全般的には強化

されるとさえいえるだろう。

以上の点からも，ハーストの唱えるアソシエ

ーティブ・デモクラシーが国家機能を衰退させ

るというモルガンの批判は妥当ではないといえ

よう。ハーストの唱えるような国家の調整対象

の限定化と調整範囲の縮小化は，むしろ特定の

政策領域では国家の統治能力を強化する可能性

もある。そこにおける国家は特定の領域に諸資

源を集中的かつ強権的に動員することも可能と

なる。とくに，経済のグローバル化が進行し，

「立地点確保」という至上命令80）があらゆる先

進資本主義諸国で自明となっている今日の状況

を考えると，この点にこそ留意せねばならない

問題があるといえよう。しかし，ハーストのい

う国家の調整対象の限定化，調整範囲の縮小化

だけでは，残念ながらこの問題に対処すること

はできない。ハーストのような「国家の分権化」

という視点とは他に，ここでは「国家統治機構

それ自体の民主化」という視点が必要となろう。

本稿はこの点にこそ，ハースト・モデルの２つ

目の限界があると考える。

むすび

以上，本稿ではハーストの示す経済ガバナン

ス・モデルおよび社会福祉ガバナンス・モデル

を取り上げ，その有用な点や問題点について検

討してきた。第１章では彼の経済ガバナンス・

モデルを見てきた。彼の提示するモデルは経済

空間のリージョナリゼーションやコーポレー

ト・ガバナンスなど，現在進行中の実際経済の

動向を積極的に取り入れた，非常にプラクティ

カルなものであった。第２章ではハーストの社

会福祉ガバナンス・モデルをみてきた。既存の

官僚制による一元的な「集産主義的福祉」供給

の徹底的な批判を介して，彼が提示したモデル

は，権力と金の流れを徹底的に分権化したもの

であり，この点で彼のラディカルな姿勢をよく

あらわすものであった。第３章ではハーストの

示すガバナンス・モデルの有用性と問題点につ

いて検討した。彼の示す経済と社会福祉の２つ

のガバナンス・モデルは，双方を通じて体系性

を備えた制度モデルとなっており，この点で大

きく評価できるものであった。このような具体

的な制度モデルを彼が提示したことの意義は，

計り知れないほど大きい。国家や企業なども視

座に含めた彼のモデルの戦略プログラムとして

の体系性は，われわれが市民社会を中心にすえ

たガバナンスの構築を含めた，今日のあらゆる

市民社会のプロジェクトに具体性をもたせる上

でも大きな示唆を与えてくれる。そしてこの意
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味では，ハースト・モデルの射程は単に古典的

アソシエーショナリズムの空白を埋める以上の

広がりをもつものだといえよう。

しかし，このような体系性がゆえか彼の制度

モデルは細部において，いくつか不十分な点も

見受けられ，精細さを欠いている部分があるこ

とも否めない。われわれが３章で見たように，

彼のガバナンス・モデルはとくに①市民の参加

の能力が市民間で多様であるという点，そして

②国家統治機構自体の民主化という点，につい

ては十分な配慮がなされているものではなかっ

た。①の問題点についてここでつけ加えれば，

もちろん，ハーストは市民社会の多様性自体を

軽視しているわけではない。しかしながら，彼

の言う「多様性」とはあくまでも，旧来の社会

主義や社会民主主義が描いてきた「階級社会」

と対比させられた上での市民社会の「多様性」

である。そこでの市民は単に「多様なニーズを

持ち，それに応じて自由にアソシエーションを

選択しうる存在」として一括りにされている。

すなわち，ハースト・モデルでは市民の多様性

は一面的に「市民のニーズの多様性」に還元さ

れており，多様性の「なかみ」について十分な

配慮が払われているとはいえない。そもそも

「多様なニーズ」を「市民の多様性」と捉える

ことは妥当であろうか。このような「多様性」

の捉え方では，明確な「ニーズ」として顕在化

しないような社会問題は解決しない。「ニーズ

充足」にかまけた「市民」がそのような潜在的

社会問題の掘り起こしを怠ればどうなるか。ハ

ンセン病患者に対するわが国「市民」の恥ずべ

き差別の歴史をそれが証明している。

もちろん，現代の経済，社会福祉ガバナンス

におけるアソシエーションのサービス供給機能

の重要性は否定しえない。これは本稿も十二分

に認めるところである。しかし，アソシエーシ

ョンの役割，機能はそれにとどまるものではな

いだろう。ハーストの議論では「市民―アソシ

エーション」間関係も，一面的に，ニーズで結

びつけられた「消費者―プロバイダー」関係の

枠に留まっている。言うまでもなく，実際社会

で展開される「市民―アソシエーション」関係

はこれとは大きく異なる。

市民は，ただ単に「自己の欲求を自己の力で

満たすことのできる存在」などとして矮小化さ

れるべきではない。たとえば，権利擁護などア

ドボカシーをメインにすえたアソシエーション

も数多く存在している。また，わが国の障害者

作業所のように，自助的な福祉の供給を行う一

方で，社会福祉行政に対する当事者の声の反映

を訴えるべく地道に運動を重ねてきたアソシエ

ーションもある。これらの例からも，アソシエ

ーションは単にサービスを供給するだけの存在

には矮小化され得まい。ハースト・モデルでは，

とくにこのようなアソシエーションの運動体と

しての側面は概して軽視されがちである。

以上のような問題点は，ハーストの展開する

ガバナンス論がいまだ発展の途上にあるもので

あることを示している。しかし，繰り返し強調

しておけば，彼のガバナンス論は他の論者と比

べても，十分な体系性を備えた議論となってお

り，この点では十分に評価できるものであった。

われわれは今後，上述のような彼のモデルの問

題点を克服しつつ，このような彼の議論の有用

な点を生かしながら，現代アソシエーショナリ

ズムの議論をさらに発展させていく必要があ

る。彼のモデルをさらに精緻化し，充実させる

ことを通して，新たなガバナンス・モデルを示

していくことこそ，われわれに課せられた最大

の課題なのである。
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Critical Analysis of Paul Hirst’s Economic and Social Welfare
Governance Model: The Possibility of Associative Democracy

Shioto FUKUCHI＊

Abstract:  Recently, voluntary associations have aroused great interest in and outside the 

academic world. However, the contribution of these associations to economic and social welfare 

governance is still an object of controversy. In this debate, Paul Hirst is a leading theorist. In

this paper, I deal with Hirst’s associative governance model. My argument is, on the one hand,

that Hirst’s associative governance model has two problems. First he ignores the inequality of 

participation capacity. The second problem is that he neglects the possibility of improving 

democratization of the state apparatus. On the other hand, different from other approaches, his

model has the virtue of not considering the voluntary sector as isolated from its institutional 

environment — i.e., state, market, company, and so on. I argue that the key in the voluntary

sector successfully dealing with economic and social welfare issues lies in the relationship with

its institutional environment.

Keywords:  Associative democracy, Paul Hirst, economic governance, industrial public sphere,

social governance, associative welfare state, David E. Morgan
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